
ＣＡＳＢＥＥ横浜（2025 年版 v.1.0） 

横浜市独自の評価方法について 

次に挙げる評価項目は横浜市独自の評価方法となっています。ＣＡＳＢＥＥ-建築（新築）で

は異なる評価となる場合があるので注意して、以下（太字部分）を参照のうえ評価してください。

Q2 サービス性能 

１．機能性

1.1.3 バリアフリー計画   事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住

＜建物全体・共用部分＞

用 途 物・飲・会・病・ホ・学・住

事・工

および

住

建物全体の床面積の合計が 2000 ㎡未満の場合 

レベル１ レベル３を満たさない。 レベル３を満たさない。

レベル２ （該当するレベルなし） （該当するレベルなし）

レベル３
バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基

準（最低限のレベル）を満たしている。

バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準

項目の半分以上を満たしている。

レベル４
バリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘

導基準（望ましいレベル）を満たしている。

バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準

（最低限のレベル）を満たしている。

レベル５

バリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘

導基準（望ましいレベル）を超えてさらに十

分な配慮を行っており、ユニバーサルなデ

ザインとなっている。

バリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘導

基準（望ましいレベル）を満たしている。

＜住居・宿泊部分＞評価しない。

□解 説

機能的な建築空間は利用する可能性のあるすべての人に開かれている必要がある。

バリアフリー新法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）は不特定多数が利用する2000㎡以上

の物・飲・会・病・ホ等に対しては、最低基準として「建築物移動等円滑化基準（最低限のレベル）」が義務付けとな

っている。

さらに、努力義務として、特段の不自由なく建築物を利用できるようにすることを目的に「建築物移動等円滑化誘導

基準（望ましいレベル）」がある。

この項目では、建物全体・共用部分がどの程度バリアフリー新法に適合しているかで評価を行う。

なお、「建築物移動等円滑化基準項目の半分以上」の判断は、チェックリストの中で、計画時に適切に考慮することに

よって採用可能な全項目数の内、半数以上を満たすこととする。

■文献 42）, 43）, 44）

注：バリアフリー法では、自治体の条例によって内容を強化することができるようになっています。横浜市では学校及

び共同住宅等を特別特定建築物に追加しており、用途ごとに定められた規模以上のものは、建築物移動等円滑化

基準を満たすことを義務付けています。従って、横浜市福祉のまちづくり条例（平成24年12月横浜市条例第90号）に

よるバリアフリー法対象施設については、建築物移動等円滑化基準を満たしていることは横浜市では標準的と考えま

す。 
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２．耐用性・信頼性   
2.4 信頼性  

 
2.4.2 給排水・衛生設備                             事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

 

用 途 事・学・会・病・ホ・工・住 物・飲 

レベル１ 評価する取組みがない。 評価する取組みがない。 

レベル２ 評価する取組みが 1 つ。 評価する取組みが 1 つ。 

レベル３ 評価する取組みが 2 つ。 評価する取組みが 2 つ。 

レベル４ 評価する取組みが 3 つ。 （該当するレベルなし） 

レベル５ 評価する取組みが 4 つ以上。 評価する取組みが 3 つ以上。 
 

評価する取組み 

NO. 評価内容 

１ 

節水型器具を採用している。 
設置されている器具総数の過半以上で採用した場合に限る。節水型器具としては、エコマ

ーク商品やグリーン購入法「特定調達品目」として認定されたもの、あるいは同等の性能を

有する機器とする。（例：大便器 6L/回程度、小便器 4L/回程度） 

２ 可能な限り配管の系統を区分し、災害時の使用不能部分の低減を図っている。 

３ 災害時、下水道が機能しないことを想定し、汚水（雑排水）の一時的貯留機能が確保でき

るピットを設けている。 

４ 受水槽、高架水槽は、二基の水槽をそれぞれに分離して設置している。 

５ 井水、中水などの利用が可能なように計画している。 

６ 
災害時の飲料水確保に備えて、雨水などの転用に対する簡易ろ過装置を備品として備え

ている。（物・飲は適用外） 

７ 災害などの停電時に飲料用等に使えるよう受水槽に水道の蛇口を設置している。 
 

□解 説 
本項目は給排水・衛生設備の信頼性を、信頼性向上へ向けた取組みの数で評価する。 

No.1の節水型器具の採用については、「LR2 1.1節水」の評価とは異なり、災害時における上水の有効利用という観

点から評価している。又、No.4の中仕切りの有る受水槽は、２基とは判断できない。 

なお、取組み表中に示される項目と同等とみなされるものでれば、その項目をカウントしてよい。 

 

住においては、次の取組についても１項目として評価できる。 

・ 給食、給水活動の受け入れるルートとスペースが確保されている。 

・ 防災備蓄品等が収納できるスペースが確保されている。 

・ 調理ができる方策（かまどベンチ等）がある。 

・ マンホールトイレ等により、し尿処理ができる。（取組No3） 

・ 生活用水が水道以外に確保されている。防災井戸・雨水貯留槽・貯湯槽など。（取組No.5） 

・ インフラ停止時においても使用できる給水設備が設置されている。小型の造水機の設置など（取組No6） 

取組No.が示されていない取組は、取り組まれていないNoの項目で「〇」を選択して取組数を加算する。 

なお、評価した取組みについてはその内容をスコアシート及び重点項目シートに記述すること。 
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2.4.3 電気設備                                  事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 
 

用 途 事・学・物・飲・会・病・ホ･工・住 
建物全体の床面積の合計が 2000 ㎡以上の場合 

レベル１ 評価する取組みがない。 

レベル２ （該当するレベルなし） 

レベル３ 評価する取組みが 1 つ以上。 

レベル４ 評価する取組みが 3 つ。 

レベル５ 評価する取組みが 4 つ以上。 

用 途 
事・学・物・飲・会・病・ホ･工・住 

建物全体の床面積の合計が 2000 ㎡未満の場合 

レベル１ （該当するレベルなし） 

レベル２ （該当するレベルなし） 

レベル３ 評価する取組みがない。 

レベル４ 評価する取組みが 1 つ。 

レベル５ 評価する取組みが 2 つ以上。 
 

評価する取組み 

NO. 評価内容 
１ 非常用発電設備を備えている。 
２ 無停電電源設備を備えている。 
３ 重要設備系の受電設備の二重化を行っている。 
４※ 

 
 

（※延べ面積 2,000 ㎡未満は適用外） 
電源設備・精密機械（住宅の場合は、ブレーカー、分電盤等）の浸水による停電や情報

網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当して

いる。 
  ア) 電源設備・精密機械の地下空間への設置を避けている 

  イ) 地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備

(ポンプ等)を設置している。 
  ウ) 浸水の危険性がない。  

５ 電源車接続時に利用可能な照明等の配線が設置されている。 
６ 異なる変電所からの引き込みを二重化している。 

 

□解 説 

本項目は電気設備の信頼性を、信頼性向上へ向けた取組みの数で評価する。 

小規模建築では2.4.1空調・換気設備と同様に、小型電算センター棟などは専用の非常用発電設備や無停電電源設

備を設置している場合もあるため、取組みポイントを加算できるようにした。 

なお、取組み表中に示される項目と同等とみなされるものでれば、その項目をカウントしてよい。 

 

住においては、次の取組についても１項目として評価できる。 

・ インフラ停止時でも使用できるエレベーターが設置されている。（取組No３） 

なお、評価した取組みについてはその内容をスコアシート及び重点項目シートに記述すること。 

 



 

ＣＡＳＢＥＥ横浜（2025 年版 v.1.0）  
  

 

 
 

2.4.5 通信・情報設備                              事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 
 

用 途 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 

レベル１ 評価する取組みがない。 

レベル２ 評価する取組みが 1 つ 

レベル３ 評価する取組みが 2 つ。 

レベル４ 評価する取組みが 3 つ。 

レベル５ 評価する取組みが 4 つ。 
 

評価する取組み 

NO.  評価内容 

１ 光ケーブル、メタルケーブル、携帯電話網、PHS 網など、通信手段の多様化を図って

いる。 
２ 異なる電話局からの引き込みなどの、引き込みの 2 ルート化を図っている 
３ 精密機器（データ伝送装置、中継装置、変換装置を指す。MDF や光ファイバー

Ethernet など）の浸水による情報網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を

講じている、あるいはウ)に該当している。 
ア) 精密機械の地下空間への設置を避けている。 
イ) 地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設

備(ポンプ等)を設置している。 
ウ) 浸水の危険性がない。 

４ 災害時の有線電話、FAX、地域防災無線が設置されている。 

５ 災害時にケーブル TV などにより災害情報が入手できる。 

６ ネットワーク機器用に無停電装置が設備されている。 
 

□解 説 

本項目は通信配線の信頼性を、信頼性向上へ向けた取組みの数で評価する。 

取組み表中に示される項目と同等とみなされるものでれば、その項目をカウントしてよい。 

 

住においては、次の取組についても１項目として評価できる。 

・ 情報入手のため電力供給が多重化（蓄電池の設置など）されている。（取組No.6） 

なお、評価した取組みについてはその内容をスコアシート及び重点項目シートに記述すること。 
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Q3 室外環境（敷地内） 

3．地域性・アメニティへの配慮  
3.1 地域性への配慮、快適性の向上                   事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 
 

用 途 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

レベル１ 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みを行っていない。（評価ポイント 0） 

レベル２ 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みが十分とはいえない。（評価ポイント 1） 

レベル３ 地域性・アメニティへの配慮に関して標準的な取組みが行われている。 
（評価ポイント 2～3） 

レベル４ 
地域性・アメニティへの配慮に関して比較的多くの取組みが行われている。 
（評価ポイント 4） 

レベル５ 地域性・アメニティへの配慮に関して充実した取組みが行われている。 
（評価ポイント 5 以上） 

 

評価する取組み 

評価項目 評価内容 評価ポイント 

I 地域固有の風

土、歴史、文化の

継承 

1）歴史的な建築空間等の保全 
歴史的な建築内外部空間や遺構を保存、復元、再生し、地域文化

に貢献している。（まちなみ・景観で評価している部分はここで重複し

て評価しない） 

1 

2）地域性のある材料の使用 
建物の構造材や内装材又は外構に地域性のある材料を一部使用

している。（まちなみ・景観で評価している部分はここで重複して評

価しない） 

1 

II 空間・施設機

能の提供による

地域貢献 

1）空間提供による地域貢献 
アルコーブ・ピロティ・庇などの空間を設けるなどの建築的な工夫を

取入れて、雨宿り、待合わせに供する等、都市空間の活動上のアメ

ニティ向上に貢献している。 
または、 
広場や歩道状空地、路地などのスペースを確保し、憩いの場に供

するなど地域の活動上のアメニティ向上に貢献している。 

1 

2）施設提供による地域貢献 
建物の一部に集会所、地域に開放された展示室やホール、コミュ

ニティセンター、学校のコミュニティ利用などの公共的施設・機能を

設けることで、地域の活動やにぎわいに貢献している。 

1 

III 建物内外を

連関させる豊

かな中間領域

の形成 

1）建物内外を連関させる豊かな中間領域の形成 
中庭やテラス、バルコニー、サンルーム、アルコーブ、屋根付広場、

風光ボイド、アトリウム、等のように風や光が通り抜ける開放的な空

間をうまく内部空間と連続させている。 
または、 
玄関廻り、バルコニー廻り等のプライバシーと公共性の接点の部分

に、風光ボイド、花台、パーゴラ、奥行きのあるバルコニー等のしつら

えによって、生活感が滲み出るような豊かな中間領域を形成してい

る。 

1 

 

Ｑ
３ 
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IV 防犯性の配慮 

1）防犯性の配慮 
建物外部の広場などのスペースにおいて、視線を遮らない様な樹

木の配置、夜間照明の設置、防犯カメラの設置、防犯に役立つ窓

の配置などを行い、防犯性に配慮している。 
または、 
広場や歩道状空地がない場合、建物周囲において、視線の行き届

かない袋小路や通路などの死角空間を作らないようにし、また防犯

に役立つ窓の配置をするなどして、防犯性に配慮している。 
または、 
敷地周囲に境界壁等を設ける場合、視線を遮るような連続した塀

等を作らず，見通しの良いフェンスや背の低い生垣等を設けて防犯

性・防災性に配慮している。 

1 

V 建物利用者等

の参加性 

1）建物利用者等の参加性 
施設利用者満足度評価（POE）の実施、コーポラティブ住宅等、設

計プロセスに建物利用者が参加している。 
または、 
居住者や入居者が植栽管理・清掃活動、運用計画の立案を直接

行うなど、建物の維持管理に対して居住者が参加している。 

1 

VI その他 1）その他（記述） 1 
 

 

□解 説 
本項目に於いては、地域の歴史の継承、都市や地域のアメニティや地域活動、にぎわいへの貢献、敷地内の豊か

な中間領域、地域の防犯性、建物利用者の参加性等についての取組みを評価し、地域アメニティの高い生活環

境を目標とする。 

 

（中略） 

 

VI その他 

上記のI～Vに示した評価項目以外に独自の取組みを行っている場合は1ポイントとして評価する。 

「その他」を評価する際には、どのような取組みを実施したか、評価ソフト上などに内容を記述するとともに、第

三者が理解できる資料を別途添付すること。 

なお、ここでは、CEMS（地域エネルギー管理システム）の導入の取組を評価する。 

また、住民の健康長寿に貢献する次のような取組（地域の交通・移動対策）についても、ここで評価できるこ

ととする。 

 ＜例＞敷地内に、地域の住民も利用可能な自転車専用通路の確保 

    敷地内に、地域の住民も利用可能なランニング・ウオーキングルートの確保 

    敷地内に、地域の住民も利用可能な屋外エレベーターの設置 
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LR3 敷地外環境 

２．地域環境への配慮  
2.3.3 交通負荷抑制                               事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 
 

用 途 事・学・物・飲・会・工・病・ホ・住 

レベル１ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 0 ポイント 

レベル２ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 1 ポイント 

レベル３ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 2 ポイント 

レベル４ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 3 ポイント 

レベル５ 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が 4 ポイント以上 
 

評価する取組み 

評価項目 評価内容 評価ポイント 

I 自転車の利用（代

替 交 通 手 段 の 利

用）に関する取組み 

1)建物利用者のための適切な量の自転車置場（バイク置場を

含む）の確保、駐輪場利用者の利便性への配慮（出し入れし

易さ、利用し易い位置にあるなど） 

１ 

2)その他（記述） １ 

II 駐車場の確保に

関する取組み 

1)適切な量の駐車スペースの確保（周辺道路に渋滞や路上駐

車などを発生させないための措置として） 
１ 

2)管理用車両や荷捌き用車両の駐車施設の確保 １ 

3)駐車場の導入路（出入り口など）の位置や形状・数への配慮

（周辺道路の渋滞緩和に資するもの） 
１ 

4)その他（記述） １ 

 

□解 説 
建物の運用時に発生する自動車利用による交通負荷（渋滞の発生など）を抑制するための取組み内容について

評価する。 

I 自転車の利用（代替交通手段の利用）に関する取組み 

1)では、建物利用者による自動車利用を抑制するための手段として、自転車利用を推進する対策について評

価する。 

2)では、自転車の他、循環バスルートの新設などの取組みを評価する。 

 また、EV、PHV用充電設備の導入については「次世代交通インフラの整備」への貢献としてとらえ、2)で評価し、

取組内容を記述する。レンタサイクルの導入（地域のレンタサイクル事業への駐輪場提供なども含む）もここ

で評価する。 

 

II 駐車場の確保に関する取組み 

1)では、建物利用者が利用する自動車を敷地外に路上駐車させないよう、適切な駐車スペースを確保する

ことを評価する。 

2)では、建物運用に関わる管理用車両やサービス車両（維持管理・メンテナンスサービス車両、搬入・搬出

車、宅配車、ごみ収集車等）を、サービス時に敷地外に駐停車させないよう、適切な駐停車スペースを確

保することを評価する。 

3)では、建物駐車場の出入りを円滑にし、出入り口付近で自動車が渋滞にならないようにする取組みを評価

する。 

4)では、カーシェアリングの導入の取組を評価できる。なお、EVカーシェアの場合は、ⅠとⅡの両方で評価で

きる。 
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